
渋川海水浴場海の家募集要項 

１ 場所 
  玉野市渋川２丁目地内 

 
 
２ 利用面積及び区画数 

⑴  利用面積  １区画 約 15 ㎡（3ｍ×5ｍ） 
⑵  区画数   6 区画 

※一部期間において応募多数あったため、区画数を整理し 6 区画としました。 
３ 使用目的、利用条件及び利用の取消 

⑴ 使用目的 
  渋川海水浴場海の家 
  【飲食】玉野市内での飲食販売の営業許可（県内一円・県下一円）を取得し、岡山県内保健

所で許可を受けたキッチンカー又は自走式の移動式販売車。（営業許可証に記載された営
業の種類が、自動車による飲食店営業、菓子製造業であること。）テントでの飲食出店は
行わずキッチンカーのみ出店対象とする。 

  【共通】以下の既存売店が取り扱う販売物等に該当する行為は行わない。 
  ア 浮き輪等販売及びレンタル 

マリンホテル
第2駐車場

海 岸

自動販売機

倉庫

植え込み

搬入口

 



  イ パラソル販売及びレンタル 
  ウ 釣り堀 

⑵ 条件 
ア 海の家出店及び瀬戸内海国立公園等に係る法令を遵守し、必要な手続きを必ず行うこと 
イ 海の家出店に係る電気の引き込み等が必要な場合は自費で行うこと  
ウ イス及びテーブル、ゴミ箱を区画内に設置すること。なお、ゴミは各自で処理すること 
エ 毎日営業開始前及び終了時に会場及び周辺の清掃を行うこと。 

利用期間満了時には改めて利用区画及び周辺を清掃し、現状回復すること 
オ 野生動物へ餌付けを禁止し、餌場をつくらないようにすること 
カ 食品賠償保険等の食中毒に対応した保険に加入すること 

※万が一食中毒が発生した場合は、食中毒につながる物を取り扱った出店者様の自己責任
となります。主催者はその責を一切負いません。 

キ 売上の報告を必ず行うこと 
※なお、主催・事務局にて売り上げの保証は致しません。 

ク 主催者ホームページを始めとする広報を目的として、イベント場内を撮影し使用するこ
とを承認すること 

ケ 都合により出店できない場合は前日までに事務局まで連絡すること 
 ※原則、営業期間及び時間内は出店することを要望します。 
コ アルコール類を提供する場合、「未成年及びドライバーへの販売は行わない」「飲酒した

場合に海には入らない」旨を見えやすい位置に明確に掲示すること 
サ その他、渋川海水浴場運営協議会（以下「当協議会」）の指示に従うこと 

⑶ 利用の取消 
次の場合は、利用を取り消すことがある。 
また、利用の取消による損害については、当協議会は一切賠償の責任を負わないものとす

る。 
ア 利用料を期日までに納付しないとき 
イ 使用目的以外に使用したとき 
ウ 利用する土地を他に転貸したとき 
エ 土地の現状を変更したとき 
オ 土地の使用にあたり、危険、有害な設備を設け、又は近隣の迷惑となるような行為をし

たとき 
カ 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている

とき 
キ 玉野市暴力団排除条例（平成 24 年玉野市条例第 3 号）第 2 条に規定する暴力団及び暴

力団員等（以下「暴力団員等」という。）と判明したとき、又は暴力団員等により経営が支
配され、若しくは暴力団員等が経営及び運営に関与したと認められたとき 

ク その他、当協議会の指示に従わなかったとき 
 

４ 利用期間（営業時間） 
令和６年７月１３日（土）から同年８月２５日（日）まで 



営業時間：９時から１６時まで  毎日１６時３０分までに撤収及び清掃を完了させる 
開錠：８時４５分   施錠：１６時３０分 
 8:45 開錠 
 9:00 営業開始 
16:00 営業終了 
16:30 撤収及び清掃を完了、事務局が施錠 

５ 利用料 以下の通り７～９日間毎の利用料金を定める。複数期間出店することを妨げない。 
１区画・1 期間あたり 消費税等含まず 

期間 日数 利用料 備考 
7 月 13 日（土）～7 月 21 日（日） 9 20,000 円 天候不順リスクを考慮 
8 月 12 日（月）～8 月 18 日（日） 7 50,000 円  
8 月 19 日（月）～8 月 25 日（日） 7 20,000 円  

・上記の他、電気使用料金として 1,000 円/日/区画（消費税含まず）のお支払いをお願いします。 
・8 月 12 日（月）～8 月 18 日（日）期間の利用料を 70,000 円から 50,000 円に見直しました。 
 第 1 次募集に遡り適用します。 
６ 申込方法等 

⑴ 申込資格 
ア 誓約書に同意できる事業者又は個人 
イ 市税等の滞納がないこと 
ウ 利用の取消条件に当てはまらないこと 
エ 令和６年４月１日現在で、１８歳に達していること。ただし、法人等については、その

代表者がこれを満たしていること。 
⑵ 申込条件 

ア 提出された書類は、理由の如何を問わず返却しない 
イ 振込手数料等を含む、申込に関して必要な費用はすべて申込者の負担とする 

⑶ 申込期間 
第２次）令和６年５月１日（水）から同年 5 月１０日（金）まで（必着） 
（午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、土・日・祝日を除く。） 
 

⑷ 申込に必要な書類 
 ア 渋川海水浴場海の家出店申込書（様式１） 

イ 誓約書（様式２） 
ウ 移動販売車営業許可書 一式のコピー（県内一円・県下一円の営業許可証） 
エ 身分証明書、ただし申込者が法人の場合は、登記事項全部証明書 

（発行から３か月以内のものに限る） 
  オ その他補足資料に関わるもの 
 
 
  (5)  【重要】共同申込について 

ア 1 期間・1 区画あたり 3 事業者様までの共同申込を可とする。 



イ 1 日あたり出店できるのはそれらの内の 1 事業者様のみとする。 
ウ 代表事業者様が申込手続きを行い、出店日程についても責任を持って調整してください。 
エ 共同申込をする全ての事業者様に関して必要書類を提出してください。 
オ エに基づいて審査を実施する。審査結果不合格となった事象者様は出店できない。 
カ 第 1 次募集に応募した事業者にも適用する。 
  共同出店を希望する場合は 5 月 10 日までに玉野市観光協会に申し出てください。 

※申込された期間（7～9 日単位）においては、天候不順でない限り原則全日出店することを希望
しています。他方、事業者様スケジュールや仕込み等の都合により全日出店できないケースがあ
ることも承知しています。上記共同申込を活用し渋川海水浴場にぎわい創出にご協力賜りますよ
うお願いします。 
 

(6) 提出方法及び申込に必要な書類の提出先 
申込書類は、持参又は郵送により提出 

〒706-0002  岡山県玉野市築港１丁目１番３号 産業振興ビル１階 玉野市観光協会 
   渋川海水浴場運営協議会事務局 宛て 
 
７ 利用候補者の決定方法 

当協議会における審査会により決定する。審査基準は（別紙１）のとおり。審査の結果、
最低基準点に満たない場合は候補者の対象外とする。 

また、申込者数が利用区画数を超えた場合は審査会による審査点が高い順に決定する。利
用区画数に対して利用可能数以上の事業者が同じ審査点となった場合は抽選により決定する。 

審査結果及び抽選日については別途申込者あてに通知する。 
 

８ 特記事項 
渋川海水浴場開設期間は、令和６年７月１３日（土）から同年８月２５日（日）までとする。 
ただし、環境省の定める水浴場水質判定基準により不適とされたき、又は自然災害等により

海水浴場の開場が不適と判断したときは、海水浴場を閉鎖する場合があります。その場合には
納付済みの出店料については返還いたしません。 

出店場所は後日改めてご連絡いたします。 
 

９ 問い合わせ先 
  渋川海水浴場運営協議会事務局 
  （岡山県玉野市築港１丁目１番３号 産業振興ビル１階 玉野市観光協会内） 
  TEL：０８６３－２１－３４８６ 
  Mail：info@tamanokankou.com 
  営業時間：８時３０分～１７時（水曜日・祝日休み） 


